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会議記録 

会議名称 第２回 南北バスすぎ丸あり方検討部会 

日  時 令和７年７月 11日（金）午前 10時 00 分から午前 11 時 48 分まで 

場  所 西棟６階 第６会議室 

出 席 者 

【委員】１５名（４名欠席、内代理出席１名） 

伊藤会長、牧村副会長、畠山委員、三浦委員、舟山委員、久我委員、芳賀委員、

中辻󠄀委員、永田委員、佐山委員、市野委員 

（代理出席：伊藤様） 

配付資料 

資料１ 南北バスすぎ丸さくら路線の今後について 

資料２ 第２回南北バスすぎ丸あり方検討部会 席次 

資料３ 委員名簿 

会議次第 

１． 開会 

２． 議事 

南北バスすぎ丸さくら路線の今後について 

３． 閉会 

傍 聴 者 ７名 

会 議 の 

結   果 

○議事 南北バスすぎ丸さくら路線の今後について区が説明を行い、質疑及び

意見交換を行った。 

 

 

事務局（石森）  皆さん、おはようございます。定刻となりましたので、第２回杉並区南北バスす

ぎ丸あり方検討部会を開催いたします。 

 本日はお忙しいところをお集まりいただきまして、大変ありがとうございます。

私は７月から都市企画担当課長を拝命いたしました石森と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。着座にて失礼いたします。 

 まず、本日の資料を確認させていただきます。 一部の資料は事前にお送りさせ

ていただいておりましたが、本日につきましては席上に一通り改めてお配りをして

いるところです。 まず、資料１としまして「南北バスすぎ丸さくら路線の今後に

ついて」。こちらについては全部で 14 ページとなってございます。資料２としまし
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て席次、資料３としまして委員名簿をお付けしてございます。不足等ございました

らお申し付けください。 

 よろしいでしょうか。会の途中でも言っていただければ対応させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 本日の検討部会につきましては、現在、京王バスさんに運営をお願いしておりま

すさくら路線について、2027 年４月以降の運行、２年後の運行をいかによりよい

状態で存続させていくかを検討していただきます。 

 これから事務局より５つの事業形態変更の方策について提示をさせていただき

ますので、本日この部会としての考えをまとめていただきたいと考えているところ

でございます。 

 南北バスすぎ丸は運行してから今年で 25 年となりまして、四半世紀にわたり長

く区民の方に利用されております。区としましては、着実に地域の足として根付い

ているこのすぎ丸の運行をお願いしている事業者の方々を支援しながら守り続け

ていかなければならないと考えているところです。 

 ちょうど昨日ですけれども、地元の方々を中心として、約 600 名の方からさくら

路線存続を求める署名を頂いたところでございます。区としましては、改めて地域

に必要な交通手段として、さくら路線を今後も利用する方々に影響が生じないよう

運行を続けていかなくてはならないと決意を新たにしたところでもございます。 

 ここで前回の振り返りを含めまして、すぎ丸の経費の考え方について整理をさせ

ていただきます。 前回の検討部会でも、区民委員の方から運賃の値上げをしてで

も、さくら路線の継続を望むようなお話を頂いたところでございます。この後の議

事の中でも触れますけれども、各事業者で運行をお願いしているすぎ丸の経費につ

きましては、事業者による「運行経費」から「運行収入」、運賃を差し引いた「収

支欠損額」、いわゆる赤字部分ということになりますけれども、そちらの欠損額を

区が補助金として補塡しているという状況です。そのため、現在の運賃でも、運行

事業者の方々に財政的な負担がかかっているというところはない状況になってい

ます。ですので、たとえ運賃を上げたとしても、いわゆる赤字を補塡するための区

の補助金額は下げることができますけれども、先ほどお話ししたように現在の金額

でも運行事業者さんには財政的な負担はかかっていないというところになってご

ざいますので、運賃を上げることによる運行事業者の方に対するメリットはないと

いうことになります。そのようなことから、現在大きな課題となっています運転士

不足の解消には、この運賃を上げることについては直接関わらないというのを改め

てご理解いただきたいところです。 

 また前回、１回目の検討部会において、検討すべきテーマが２つあることを確認

してございます。 

 １つ目は、すぎ丸全体のあり方についてになります。先ほどお話ししましたよう



3 

 

に、すぎ丸が開通してから 25 年がたちまして、当時と現在では生活環境も違い、

すぎ丸のニーズも変化しているという状況でございます。また、運行事業者の状況

ですとか社会情勢、経済状況等も当初とは変わってきてございますので、すぎ丸を

維持・継続していくために、すぎ丸のあり方自体を考えていく必要があるというと

ころです。 

 ２つ目につきましては、先ほどお話ししたように、本日ご検討いただくさくら路

線の今後の存続の方策について考えるというものでございます。 

 最後になりますけれども、検討部会の開催に当たりまして、事務局側で記録のた

め録音をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。なお、議事録の公

開に当たりましては、ご発言いただいた委員の方のお名前を記載させていただきま

すので、こちらについても併せてご了承いただけますようお願いいたします。 

 それでは、議事に移りたいと思います。 

 部会長、議事進行をお願いいたします。 

会長（伊藤）   ご説明ありがとうございます。いろいろと体制が変わったところもありますけれ

ども、ぜひ熱量を失わずにこの検討を続けていければと思っております。 

         それでは、次第に従って検討部会を進めさせていただきます。 

         まず、次第の２「議事」について、事務局より説明をお願いいたします。 

事務局（左部）  それでは、事務局から説明をいたします。 

 メールで資料をお送りしておりますが、内容についてこちらで改めてご説明とな

ります。 

 ２ページ目です。まず「前回の振り返り」となります。その後「さくら路線の方

策について」、「今後のスケジュール」という形で進めていきたいと思います。今回

につきましては「さくら路線の方策」というところでお示し、この部会としての考

え方をまとめていきたいと考えております。 

 では、「前回の振り返り」です。 

 まず、今年の１月に行われました「第８回地域公共交通活性化協議会」において、

各事業者様から運転士不足についてご報告いただき、区としても深刻であるという

ことを認識し、改めてしっかり受け止めているところでございます。運転士不足が

加速度的に進む中、一般路線バスの減便、廃止ということが行われており、ほかの

自治体においてはコミュニティバスも同様の対応をする必要が出てきたという現

状を把握しました。 

杉並区では、さくら路線を運行する京王電鉄バス様から前回の部会において

「2027 年４月から、さくら路線については他事業者にお願いしたい」ということ

で申入れがありました。区としましては、区民の足としてしっかり定着しているす

ぎ丸についてなくさない、また様々な要望がある中、これを改善しながら維持・継

続をしていく考えを持っております。 
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すぎ丸は開通 25 年が経ちまして、当時と現在では生活環境も違い、すぎ丸のニ

ーズも変化してきています。運行事業者の状況や社会情勢も当初と変わってきてい

る中で、この後、すぎ丸をどのように持続可能、さらには発展させていく方法を皆

さんで知恵を出し合って考えていきたいというのが１つ目の「すぎ丸全体のあり方

について」のテーマです。 

２つ目が「さくら路線の今後について」というところになります。こちらは繰り

返しになりますが、期限を持って対応しなければいけませんので、早急にやってい

くという次第でございます。 

今回のあり方検討部会の終着点につきましては、事業形態変更の方策案について

皆さんで議論し、この部会としての考え方をまとめていくというところでございま

す。 

では、次のスライドです。こちらは「すぎ丸の経費について」です。 

経費の成り立ちは、「運行経費」から「運行収入」を差し引いた「収支欠損額」

を杉並区が運行事業者に補助金として支出しています。そのため、運行事業者であ

る京王バスと関東バスは赤字でも黒字でもないという状態になります。今回の運転

士不足による京王バス様からの「さくら路線の運行を他事業者にお願いしたい」と

いう申し入れは、コスト面ではないことをまずご理解いただきたいと思います。 

ただ、赤字部分を区が補塡しているといっても、見えていない経費もありました

ので、その点につきましては昨年度しっかり補正予算を組み、今年は当初予算で充

てております。区としては経費、必要なものについてはしっかりと出していくとい

う姿勢を持っております。 

続きまして、こちらは投影のみの資料となります。前方のスクリーンを御覧くだ

さい。「東京都における過去３年間の路線数とバス停の変化」のデータとなります。 

路線数は 116 路線、バス停は 106 か所減少しております。これにより都内のバス

供給量が下がっていて、利用者の利便性が低下していることが予想されております。

まさに現状としてこういった傾向が都内全域で起きていると考えられておりまし

て、区としてはこの状況を受け入れるということは全く考えていません。どうにか

して食い止めていかなければいけない、区民の足をしっかり守っていって、縮小す

ることはないと考えております。 

続きまして、「さくら路線の方策について」です。 

さくら路線の方策に入る前に、利用者の推移について確認をしていきたいと思い

ます。平成 16年から運行を開始し、コロナ前、平成 30年度まで年々乗車人数が増

加しており、現在、令和６年度の実績では 91％まで回復しているという状況でご

ざいます。 

続きまして、この後、方策の中で出てくる用語についてまとめましたのでご覧く

ださい。 
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まず、車両の区分についてです。いわゆる小型バスと言われるものが、イメージ

としてはすぎ丸です。中型のミニバンというものが、イメージとしてはハイエース

です。セダンのタクシーというのがデマンドで使っている普通のタクシーの形、ジ

ャパンタクシーと申しましょうか、そういったものになります。すぎ丸は 36 人乗

り、中型ミニバンは 10人、タクシーは５人となっております。 

運行方法についてですけれども、路線定期運行は決められた時刻に決められた路

線を走行して、所定のバス停で乗降するものとなります。ＡＩオンデマンド交通と

いうのは、デマンド交通にＡＩを組み合わせた、利用者の予約に応じた配車時間や

ルート設定を行い、適切な運行ルートを実現する乗合サービスとなります。 

運転免許の区分です。まず、第一種運転免許の区分が３つあります。大型免許と

中型免許、普通免許。その中で、第二種運転免許が必要な場合はこちらに示してい

るものなります。すぎ丸を運転するには大型二種免許が必要となります。普通免許

以上を取得して３年以上の運転経験があることなどが取得要件となっているので、

ほかの運転免許と比べて高い技術等が求められているものになります。 

それでは、次のスライドです。「さくら路線の事業形態変更の方策案」について

です。 

５つの方策案があります。①バス事業者からバス事業者、②バス事業者からタク

シー事業者、③バス事業者から区の直営、④共同運行、⑤ＡＩオンデマンド交通と

いう大きく５つに分けられます。具体的に方策案を見ていくのは次からとなります。 

まず方策案①「バス事業者からバス事業者」になった場合、各バス事業者様にお

話を伺いまとめたものです。 

関東バス様は「現状はさくら路線を積極的に受託することは難しい」というとこ

ろではありますけれども、この後またお話等を伺えればと思っております。 

各事業者様から聞いている中でやはり一番は、運転士不足のため受託困難という

ことがあげられます。あとは、区内に営業所等がない場合は営業所の確保、それに

かかる時間と費用が必要になってくるので、なかなか難しいところもあるのかもし

れないというところでございます。 

ただ、バスからバスになった場合は区民への影響が一番少なく、移動の総量を下

げずに、区民にそのまま利用してもらえるというメリットが大きくございます。 

次は、「バス事業者からタクシー事業者」になった場合の方策案です。その中で

も、利用する車について２つ分けられます。１つ目が中型ミニバンを利用するもの。

これは先ほど申上げましたように、10 人乗りのハイエースを利用するものとなり

ます。 

区民への影響としましては、１台では乗り切れない便が生じる可能性があるとい

うところ。あとは、やはり狭くなりますので、荷物が多い場合ですとか、ベビーカ

ーを使っている方ですとか、そういった場合の乗降が大変になるのではないかと予
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想されます。 

課題の整理については、１台では乗り切れない可能性があるというところで運行

間隔の見直しが必要。車内が狭くなる。これも先ほどと同様に、区内に営業所がな

い場合、営業所の確保が必要という形になります。 

続きまして、次のスライドです。方策案②「バス事業者からタクシー事業者」、

小型バスを利用する場合です。小型バスは、イメージとしてはすぎ丸です。 

区民への影響としましては、移動の総量を下げずに、区民に変わらず利用しても

らえるところかと思います。 

課題の整理としましては、大型二種免許を保有している運転手さんの確保ですと

か、小型バスを保有するスペースの有無ですとか、区内の営業所がない場合はまた

それにかかる時間や費用とか、そういったものになってきます。 

続きまして、方策案③です。こちらは「バス事業者から区直営」、区が乗務員を

雇う場合のものです。案は２つございまして、先ほど申し上げましたタクシー事業

者になった場合と同じような形です。 

課題としましては、タクシー事業者の方策案の課題に追加して、資格や免許等の

手続があり、そもそも区としてノウハウがないため、課題の整理等に相当時間を要

するというところでございます。 

次です。これも「バス事業者から区直営」、これは区が事業者に委託する場合の

事例となります。こちらに出させてもらっていますのが、国分寺市の例となります。

直近で４月１日から１本、７月１日から３本のルートを変更しているところで、似

ている例がありましたのでご紹介させていただきます。 

こちらにつきましては、バスからバスといったような形になっておりますので、

区民に変わらず利用してもらえるところがございました。 

上の四角の枠の「国分寺市 事業者変更」というところですけれども、スケジュ

ールについて確認させていただきます。 

令和６年６月に、京王バス様からバスの運転士不足に伴い、運行受託継続が困難

であるというお話があり、協定解除の申し入れがあったというところで、その後か

ら動き始めたようで、令和７年、今年の１月にプロポーザルを開始して、令和７年

２月にトーショー交通株式会社様に決定したと伺っております。 

１ルートは既に４月１日から運行済みで、７月１日、先週から３ルート分全部運

行していると伺っております。 

これについてはバスからバスという同じような形なので、繰り返しになりますが、

区民に変わらず利用してもらえるというところ。 

もし杉並区が仮にここと同じ事業者さんに委託した場合ですけれども、「課題の

整理」に記載がありますとおり、営業所が近隣にないので配車の時間がかかったり

とか、運行間隔を見直したりというところは出てくる可能性はあります。 
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次に、「共同運行」についてです。こちらはバス事業者様共通の課題である運転

士不足によるものになりますので、そのため１社では運行できないのであれば、数

社で賄っていただくのはどうかというものです。前回も委員さんからお話があった

内容ですので、方策案として１つ取り上げております。こちらは関東バスさん、京

王バスさん、それぞれにお話を伺っております。 

区民への影響としましては、基本的にはバスからバスという形になりますので、

特に問題はないと考えております。 

「課題の整理」にも記載がありますとおり、運行スケジュールの短縮や見直しに

なった場合は、現行スケジュール通りでは難しくなるので検討の必要があると思っ

ております。 

方策案⑤「ＡＩオンデマンド交通」です。こちらは杉並区で今年１月から、堀ノ

内・松ノ木地区で実証運行しております。しかし、御覧のとおり、現在の利用状況

は１日平均利用者約５人となり、１日平均乗車人数が 500 名となるすぎ丸さくら

路線の代わりとしては課題が多いように思われます。 

また、運行方法としましてはデマンド区域運行となり、利用者が自ら配車予約を

する必要があります。運賃も実証運行と合わせて 300 円と設定した場合、すぎ丸の

100 円より利用者負担が増えてしまうという面があります。 

課題としましては、複数名で、グループで利用ができていない状況や、乗り合い

がほんどとない状況から、ハードルが高いようにも思えます。 

次のページが、参考までにつけております「他自治体のコミュニティバス廃止後

の状況」というものです。 

こちらは今回の方策にはありませんけれども、タクシー運行を足立区がやってお

りました。コミュニティバスが廃止となった地域でタクシーを利用した実証運行を

昨年度行っていまして、今年の４月から本格運行に移ったという形になります。た

だ、廃止直近の利用者数は令和５年度で９万 1,000 人程度と伺っておりますので、

やはり１日 10件の利用では足りないように見受けられるというものになります。 

「今後のスケジュール」については、この後また事務局からお話しさせていただ

きたいと思います。 

説明については以上となります。 

会長（伊藤）    ご説明ありがとうございます。今、大きく５種類の今後の方策案が示されたと

ころで、９ページに戻っていただけると、方策案①②③④⑤という話が出ておりま

す。いろいろと説明が複雑ではあるのですけれども、京王さんがやれないという以

上どなたにお願いするかという、基本的にはそういうお話になるかと思っておりま

す。 

 この枠組みの中でもいいですし、もうちょっとほかの考え方もあるのではないの

というご意見もあろうかと思いますけれども、これまでのご説明を踏まえてご意見
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ありましたらぜひご発言お願いいたします。いかがでしょうか。 

 手が挙がりましたね。お願いいたします。 

委員（芳賀）   今の説明を聞いていますと、ドライバー不足。赤字が云々ということで、電車、

汽車、赤字路線で廃止するということではなくて、ドライバー不足でこういうこと

が生じているよということでいろいろ方策が提示された。 

 私も西荻に住んでいて、西荻から久我山、阿佐谷からここまでしかすぎ丸には乗

ったことがないけれども、ＡＩのオンデマンドも予約したりとか、年寄りはそうい

うのがなかなかできないのだよね。だから、ここで５種類あった中で、今後存続さ

せていただくということであれば、バス事業者様からバス事業者様か、③の区直営

ができれば問題ないと思うのです。今のお話を聞いていて、そう感じました。 

 それぞれバス会社様、ドライバー不足で大変だと思うのだけれども、これは 25

年続いていますよね。私も区民の１人として生活の１つになっているのです。それ

が小さくなったり、なくなったりすると、不便は不便ですよね、１年１年、年を取

ってくるので、高齢者の事故も非常に多いし、免許返納等々、そういうことを考え

ると、ぜひ存続していただきたいし、同じような大きさで運んでいただければと切

にお願いするだけで、事情はよく分からないけれども、区民の１人としてはそう思

います。 

会長（伊藤）   佐山委員もご発言が。 

委員（佐山）   私も全く同じです。これだとしたら①の方法で、バスというのが私たちも非常に

身近に根付いてしまっているのですね。ですから、それをほかのオンデマンドとか、

形とか、人数が少なくなったり、場所がよく分からなくなったり、バスの生活とい

うのが非常に身近に根づいているもので、もしどれにするのかといったらやはりバ

スからバスの今までどおり。だけれども、今までどおりということは減便になった

り、世の中の変化によって運転士さん不足になったり、いろいろな問題が今出てき

ています。 

 ですから、それをほかのいろいろなことに替えるのだったら、替えるということ

はそれだけ経費もかかるので、その経費を、続けていくためにはどうするのか、バ

スを減らさないで続けていくためには今までと同じでは駄目なので、運転士さんの

給料を当然上げるとか、いろいろなことがあると思うのです。そこだけに全部恩恵

をあげるというわけにもいかないと思うのですけれども、どこかでほかのことに替

える経費をそこに、今のを維持するために使うようにして、なるだけ今の状態でい

けるほうが高齢者は特に、高齢者でなくても、バスというのは赤ちゃんからお年寄

りまで本当に使うので、生活になじんでいるということは非常に大事だと思うので

す。ですから、そういう意味においては、どの方法といったら①が一番いいかなと。

いろいろなお金の面でもあると思うのですけれども、お金の面というのはそれから

ですよね。そう思います。 
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 現にセシオンの近所とか環七のところは、今はバスがないのです。皆さん来るの

に、近いけれども、乗り換え、乗り換えで来るから結構時間がかかっている。だか

ら不便で、そういうことが現実に起きていますよね。だから、そういうことが少し

でも早く解消できればありがたいと思っております。 

会長（伊藤）   ありがとうございます。 

ほかの立場の方のご発言もあると思うのですけれども、いかがでしょうか。 

では、まず畠山さん、お願いいたします。 

委員（畠山）    関東バスでございます。このたびからまたこの委員させていただくことになり

ました畠山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

１点、私どももまた京王さんも杉並区内の事業者ということで、そもそも始まる

ときに手を挙げさせていただいて、何とか区のものになるようにということでやら

せていただいていた経緯があるのですけれども、今いろいろな事業者さんに当たっ

て、何とか継続できないかと。 

関東バスは置いておいたとして、例えばよその区であったり、渋谷、世田谷とか、

そういうところに事業所がある会社が「うちやりますよ」となったらどうなってし

まうのですかというのが質問です。 

事務局（針谷）  おっしゃるとおり、区内を運行しているようなバス事業者さんだったりとか、そ

れこそ観光バスのようなところだったりとか、様々なところに簡単にヒアリングを

させていただいておりました。 

その中で、おっしゃるとおり、京王バスさんと関東バスさんは区内に営業所があ

るので、今のルートの発着地点までバスを配車するのに一番最適なルート、時間帯

で行っていただけているところですけれども、営業所が区内にない、あるいはいろ

いろ聞いておりますと江東区にありますとか、東久留米のほうにありますとか、そ

ういった状況の中で配車するとなると、発着地点まで車をよこすのに１時間以上か

かります。 

今バス事業者さん等からヒアリングさせていただいて聞いている内容としては、

１時間以上かかってしまうということは、つまりそれだけ運転士さんの拘束時間が

増えていく形になりますので、人の割り振りは、人を増やしていく、あるいは近隣

に新しく営業所や車庫などを設けないと、今の時間間隔での運行は維持ができない

のではないかというところでお話を頂いている形になります。 

それに対して、区が何かできるのかというところも内部でいろいろ確認等しなけ

ればならないので、今後もし営業所が近くにないバス事業所さんだったりとか、そ

ういうところと交渉していくような運びとなりましたら、様々手立ては考えていか

なければいけないということにはなるのですけれども、それには財政的な面だった

りとか、そういったところでの影響は多大なものになるのかなと考えているところ

です。 
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委員（中辻）   補足で。 

会長（伊藤）   お願いします。 

委員（中辻）    区の立場といたしましては、今運行いただいている事業者の方に継続していた

だくのが非常にありがたいというのは当然考えております。昨日、地域の方から署

名を直接受け取りましたけれども、ドライバーさん方の気遣いだったり、コミュニ

ケーションだったり、地域の方とそういう場面というのは非常に感謝されておりま

した。そういう中でこれまで実績を積まれている京王バスさん、関東バスさん、ど

ちらかで引き続き引き受けていただけるのが一番ありがたいと考えております。 

とはいえ、この地域の足を守っていく上で、それがかなわないということであれ

ば、先ほど区民委員の方からもご意見ありましたけれども、このバス形態の運行の

維持というものを第一に考えた場合には、ほかの事業者さん方にもお声がけをしな

ければならないのではないかと思っております。 

ただ、ヒアリングをした中ではドライバー不足であったり、営業所の位置であっ

たり、そういう課題がある中で、「引き受けます」といういい声はお聞きできてい

ないのが現状でございます。 

会長（伊藤）   畠山さん、今のニュアンスでよろしかったでしょうか。 

委員（畠山）   例えば「いいですよ。もう区の補助も、何も要りません」という事業者さん出て

きてしまったらどうしますか。実際に過去にはそういう事業者さんがありましたの

で、万が一。 

もちろん、我々はそういう会社には入ってほしくないですよ。だけれども、「い

やいや、やります、やります」という事業者さんが万が一出てきたら、私たち戦う

力がないので。そういう場合に、区さんは「じゃあ、よろしく」となってしまうの

かなというところがちょっと心配です。 

委員（芳賀）   それは大手のバス会社ですか。 

委員（畠山）   大手というか、多分皆さんは聞いたことがある会社さん。 

会長（伊藤）   中辻さん。 

委員（中辻）   冒頭、このすぎ丸の運行形態、事業スキームについてお話をさせていただきまし

た。運行経費から運賃収入を差し引いた差額分が赤字になった場合には、公費で負

担をする。それはこのコミュニティバスという性格上、福祉的な要素もあるという

ことから、この事業を始めたということですので、一概にコストがかからないから

その事業者さんにお願いしますと、短絡的になるとは考えていません。当然そのサ

ービスのレベルであったり中身といったものをしっかり見極めた上で、ほかの事業

者の方の協力が得られないとなれば選択肢にはなってきますけれども、コスト面の

みをもってその事業者を選択するという考えは現状区にはありません。 

委員（畠山）   分かりました。ありがとうございます。 

会長（伊藤）   ありがとうございます。 
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 今お手が挙がったのは舟山委員ですかね。 

委員（舟山）   東京交労協バス部会の舟山です。 

 資料の 14 ページに国分寺市の例が記載されていまして、これが成功例のように

書いてあり、京王バスさんが言いづらいと思いますので私の立場で言います。 

全国どこの事業者も廃止減便にしたいところはないです。国分寺市のコミュニティ

バスぶんバスについてはいま問題となっており、この資料には全く記載されていな

いが、今年４月１日に運賃を 100 円から 200 円に値上げをしています。その中で、

京王バスさんが撤退をするという申入れの後にトーショー交通が入りましたが、も

ともと国分寺市のコミバスは３社で運行していて、地域公共交通を守るため、京王

バスさんを除いた既存事業者２社で、路線の運行存続について検討していました。 

 ところが、新規事業者（トーショー交通事業者）がぶんバスに参入し時給 2,500

円でバス運転士を募集した結果、京王バスさんの運転士さんなど既存事業者のドラ

イバーが流出という経過があって、既存交通事業者と国分寺市との信頼関係は崩れ

ました。何が言いたいかというと、運転士の引き抜きで結局持続可能になっていな

おらず、京王バスさんのみならず運転士不足なのか、トーショーでもまた不足して

いますと。またトーショーの車庫は東久留米の営業所ですので、京王バスさんの府

中営業所とはちょっと距離が遠いというところで回送が難となっており、ここには

書いてないですけれども、持続可能な交通に至っていない様々な問題があり、これ

は成功とは言い切れないと思っていまして、「区の直営に」は現状、難しいのでは

ないかと感じています。 

 以上でございます。 

会長（伊藤）   ありがとうございます。 

         では、手が挙がっているので、三浦さん、お願いします。 

委員（三浦    京王電鉄バスの三浦でございます。まずは当社からのさくら路線受託終了の申入

れということで、杉並区様をはじめ、ここにご出席の皆様にいろいろご不便、ご迷

惑をおかけしたことをまずはおわび申し上げます。 

 冒頭からの議論を聞かせていただいておりまして、最初、佐山委員、芳賀委員が

おっしゃられたとおり、バス運行を維持できるのであれば、当然それが地域の方に

もベストだと、我々もそう思っております。できることだったら我々が受託し続け

たいという思いは、もちろん我々も持っております。 

 ただ、これは我々の会社だけの問題ではなくて、本当に今、バス事業者全体で、

今、路線バスを運行している会社については乗務員が本当に足りていない。現状で

も足りていないし、今後もそれが充足する見込みがないというのが一番のポイント

だと思っています。 

 前回もお話しさせていただきましたが、当社は今乗務員の平均年齢が 54 歳でご

ざいまして、既に定年延長も 65 歳に引き上げている。そういった乗務員の歩留ま
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りをよくするための、人を確保するための手段というのは、ある意味手を尽くし切

ってしまっているといった状態です。ここ２年で給与も上げてきています。10％ぐ

らい年収で上がりました。結構な上げ率だとは我々も思っているのですけれども、

それでも昨年度で入社は 60 名ぐらいいる。これを聞くと結構いるではないかと思

われるかもしれないですけれども、定年退職を含めたうちの会社に乗務員として在

席しなくなった人が 110 名に及んでいるのです。差し引き 50 名も減ってしまって

いるのです。これはいろいろ手を尽くした結果での数字なので、今後も同じような

ペースで、むしろ今の高齢化を踏まえると、よりもっと大きなペースで今後乗務員

は減っていくのかなと見ています。 

 今、我々も外国人採用とかをやり始めていますけれども、それがどれぐらい定着

するかも分からないですし、そこは頼ることはできないスキームかなと思っており

ます。 

 一方で、自動運転も我々も積極的に実験には参加していますが、乗務員がいない

状態で走れる、要は乗務員不足に資する段階になるまでには多分 10 年とか、それ

ぐらいのスパンはかかるかなと思っています。 

 その 10 年間、杉並区さんだけではないです、ほかの自治体様も含めて今のコミ

ュニティバスの状況を維持し続けることが現実的なのかと言われると、決してそん

な楽観視はできない。むしろ悲観的に見ざるを得ないと思っております。直近で「明

日から運行無理です」というのは無責任な話なので、前もってこういった受託終了

の申入れをアプローチさせていただいて、一緒に議論できればと及んでいる次第と

いうところです。 

 繰り返し、しつこいですけれども、これは我々の会社だけではないのです。ほか

の路線バスの会社も全く同じ状況だと思っていますので、バスからバスにシフトさ

せるのは、多分短期的な延命措置にすぎないと思っているのです。今回の部会の結

論としてそういう方法でいいのかなというのは、率直に疑問だなと思います。 

 今、舟山委員が言ってくださったとおり、トーショー交通さんは本当に特殊なケ

ースで、トーショー交通さんというのは、国分寺市のコミュニティバスをやるまで、

路線バス事業は一切やっておりません。福祉タクシーとか運輸業とか、そういった

ところをやられていた会社で、バス事業としては初めて参入した会社です。そうな

ると、バス事業の乗務員の処遇というのは全く新しく、独自に定めることができま

す。 

我々はそうはいきません。ほかのエリアとか、ほかの一般の路線バスとか、等し

く含めてバス乗務員なので、そこの処遇をひときわ高くするとそのほかにも波及し

てきてしまって、会社全体でとんでもない額の人件費増になってきて、会社の経営

が立ち行かなくなってしまう。これはまたうちだけではない。関東バスさんも含め

たほかのバス会社さんも同様の状況にあります。だから、例えば杉並区さんのコミ
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ュニティバスだけ、先ほど舟山委員がおっしゃったような高い時給 2,500 円とか、

そういうことは絶対できないのです。でも、トーショー交通さんは初めての事業な

ので、それができる。 

 ただ、先ほどおっしゃられたとおり、その乗務員はどっから引っ張ってくるかと

いうと、自前で養成せずに、ほかの周辺の会社さんから引っ張ってくるという手段

をトーショー交通さんは取られたのですね。そうなると、周辺のバス事業者は、結

局我々でいえば「ぶんバス」は失って、それに付随する乗務員さんも失う。我々か

らすると、乗務員さんを失った分をほかの一般の路線バスを減回、廃止という方法

でまた穴埋めせざるを得ない。結局、その地域の交通は滅びる、破壊されるような

方向につながっていってしまうわけです。 

 杉並区さんは、既にその辺のリスクも取られていらっしゃるのは事前にお話伺っ

てはいるのですけれども、そういう形を取ってしまうと、具体的に言ってしまえば

区内の収支の厳しい路線、松ノ木エリア路線とかありますよね。ああいった路線を

減便とか廃止するという方向にもつながってきてしまうと思いますし、安易にそう

いった会社さんにお願いすることは極めて危険な話だと思っております。 

 あとごめんなさい、長くなってしまっているのですけれども、もう１点だけ言わ

せてください。冒頭、運賃の議論が今回の結論には影響を与えないというようなお

話がちょっとあったのですけれども、それは若干ミスリードのところがあるかなと

思っております。 

 すぎ丸が 100 円、これはこれで地域の住民の足として、その移動を活性化すると

いう意味ではすばらしいことだと思ってはいるのですけれども、適正な移動の対価

としてどうかというところは議論されるべきだと思います。変な例えですけれども、

牛丼半額になったら当然その牛丼屋に行く人はすごい集中しますよね。そうすると

それだけ牛丼の具材だったり、何だったり、人だったり、用意しなければいけない

わけです。それは今回のバスでも同じことがいえて、100 円だから乗ろうという人

は一定数いらっしゃると思います。そこに対して貴重な乗務員を投入しているとい

うところは、やっぱりそういう関係性はあると思いますので、そこの部分も今回の

議論で論じるかは置いておいて、今後も論じられていくべき問題だとは思っており

ます。 

 以上です。 

委員（佐山）   ちょっとよろしいですか。 

会長（伊藤）   お願いします。 

委員（佐山）   今のご意見で、バスからバスにシフトすると、長い目でみるとそれよくないと今

おっしゃいましたよね。それはどういう意味なのですか。何でバスからバスへ、バ

スでいることはよくないというか、どういう意味ですか。 

会長（伊藤）   バスからバスへの移行は、長期的には維持できないだろうと。そんなご発言だっ
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たかと思うのですけれども。 

委員（佐山）   バスでいった場合には、長期的にそれは維持できないということですか。そうい

う意味なのですか。 

委員（三浦）   そういう意味です。 

委員（佐山）   何でそうなのですか。バス会社自体がそうだからということですか。これから全

体的に、世の中がそういうふうな方向に行っているという意味なのですか。 

委員（三浦）   そういうことです。バスの乗務員の成り手が全体的に不足してきていて、高齢化

も進んでいるから維持することが難しい。 

委員（中辻）   その点に関して、私も。 

会長（伊藤）   では、お願いいたします。 

委員（中辻）    50 人程度ずつぐらい減っていくということは、この後、京王バスさんはもうゼ

ロになることを受け入れていらっしゃるということでしょうか。もう会社自体成り

立たないと。 

委員（三浦）   もちろん受け入れてはないです。 

委員（中辻）   ですよね。ですから、そこに対して、例えば地元の自治体として何か協力できる

ことがないのか。乗務員の減少に一定程度ブレーキなり、減少の度合いが減ったり

ですとか、何かそういう議論ができるといいのかなと思いました。 

もうこのまま、ゼロを待つのだと。どんどん減っていきます、だから減便です、

廃止です、それはもう受け入れてくださいという話ではなくて、いかに減る度合い

というものを地域の利用者も含めて何か協力する形でブレーキかけられないのか、

10 年のところを 20 年、30 年と延ばせないのかという議論が中長期的な部分でで

きると非常にありがたいのかなと感じました。 

会長（伊藤）   杉並区としてどんどん人が減っているという段階ではまだないので、今、住民の

人数と比べて極端に運転士さんが減っているという状況なのですよね。 

         では舟山委員、お願いします。 

委員（舟山）    バスを運転するのに必要な大型二種免許を保持している人が本当に減っていま

す。一方、免許取得者は微増傾向にあり、最近 20 代が入ってきてくれています。

ただ、利用者の皆さんにもお伝えしたいのですけれども、苦情だ、事故だと、非が

なくて会社から責められることがあるのですね。例えば遅延で利用者から苦情を言

わるような理不尽なことがあると、今の若い人はその一言ですぐ辞めてしまうので

す。ちょっと前はタクシーとかトラックに転職する方も多かったのですけれども、

皆さん離職して辞められて、バスはもういいや、面倒くさいからとなってしまうの

です。労働組合としては離職防止の観点から少しでもよりよく労働条件や待遇改善

している最中です。 

昨日、関東バス労働組合の内部会議が開催された報告をすると、すぎ丸「かえで

路線」を運行している五日市街道支部の当該役員から、すぎ丸撤退で区民も足がな
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くなることは困るだろうということで、他社が厳しく関東バスでできるならば労働

組合としては協力を惜しまない、公共交通を守りたいという強い思いの意見が公式

の会議で出ました。 

京王バスさんもそうだと思うのですけれども、廃止をしたいとか、減便を積極的

にしたいという事業者も組合も多分ないと思います。区民の足を守りたいというの

はあるのですけれども、やはり今こういうバス事業の環境の中では非常に厳しいと

いうことだけはご認識していただきたいと思います。この検討部会の中で、すぎ丸

を存続させるのであれば、バス運転士の社会的地位向上も一緒に利用者・区側には

考えていただく必要があると感じています。 

会長（伊藤）   お願いします。 

委員（畠山）   関東バスの畠山でございます。 

今、舟山の言ったとおりでして、京王さんはそうやってどんどん人が少なくなる。

それはどのバス事業者としても同じで、結局、採用はしています。それ以上に、先

ほどもそういう話ありましたけれども、ある一定年齢になると「もうこの仕事はい

いか」と。なので、離職のほうが多くなるのです。その離職を何とか埋めるために

補充をしている状況で、一向に人員は増えないです。採用する側も「ちょっと疲れ

たかな」になってしまうと、間違いなくどんどん減少してしまうのです。 

私ども今すぎ丸も１路線やらせていただいていますし、何とか頑張って続けたい

とは思っています。ただ、数年後どうなるかは本当に何とも言えません。私どもも

別のときに、何年先かは分かりませんけれども、京王さんのように「もうこの路線

が維持できなくなりました」というのはこれから先あり得ることなのですね。 

今ほかの営業所では、実は武蔵野営業所はかなり人員不足がありまして、西東京

市さんと武蔵野市さん２市のコミュニティバスをやらせていただいているのです

けれども、その維持ができないということで減便をさせていただいています。そこ

の中で何とか人員が収まるように、今働いている人たちが踏みとどまれるように方

策をいろいろしながら、例えばもっと休みが多くとれるよとか、時給も若干上げた

り、とても 2,500 円なんかできません。ただ、その中でも勤務上もうちょっと楽が

できないかとか、そういうところをあれこれ模索して、何とか踏みとどまってもら

ってというのがやっとなのですね。なので、人が増えるということは、まずこの先

ないと思います。というのが今のバス会社の現状です。 

委員（佐山）   当然、会社側としてはそういうこと考えていますよね。何で人がなかなか来ない

のかとか、原因は何が一番大きいのかということは当然考えていらっしゃいますよ

ね。区もそれについて、いろいろ考えている。そうしたら区と、あと杉並区でした

ら杉並区民にも考えてもらったらよろしいのではないですか。 

 区民が考えるということは協力するということですね。多少幾らかでも協力して

もらえれば、自分たちの生活も維持できるわけではないですか。そういうことは区
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民の方にも理解してもらえるのではないでしょうか。物価高で、そこまではという

気持があるのでしょうか。 

 だって、バスのこういった足の事業はなくてはならない必需品ではないですか。

それが今後なくなるようなことを経営者とか会社が考えるということは、大変なこ

とだと思うのですね。自分たちの会社のことだけでなく、杉並のことだけでなく、

世の中のことに対して。 

 ですから今ここに来て、日本もいろいろ変わっているかも分からないですけれど

も、変わった中でどう生きていくかというか、どう牽引していくかということを１

つの課題として協力してもらうことも大事だと思います。区も協力すると、先ほど

からそういうお話を聞いていますし、そういうことが分かれば、私たちもバス会社

がなくなってしまったら困る。だったらどうしたらいいかということを、区民は大

勢いるから、そこで少しずつでも協力できると思います。そういう方向に何とか考

えていただかないと、みんなが困るのではないかと思うのです。 

 本当に人がいなくなってしまうからとか、やっていけないとか、それはどこの会

社でも共通している根本にあると思うのですけれども、それを理解してもらって続

けていくにはどうしたらいいかということ。知ってもらう、分かってもらう。みん

ながそういう中で生活しているわけなので、自分の会社だけは全然大丈夫なんてい

うところはないと思うのです。ですから、それをするにはどうしたらいいかという

前向きなことを考えて、だって必要とされていることはいっぱいあるわけですから、

もう要らないよというわけではないので。それこそ変な話、やりがいもあって、ど

うにでもなるのではないかなって思います。 

会長（伊藤）   今、永田委員も手が挙がりました。お願いいたします。 

委員（永田）    永田です。今日、前に会議がございまして、遅参して申し訳ございませんでし

た。 

 お話を伺っていて、本当に区民としてはバス路線なくしたくないという、同じよ

うな気持ちはありますけれども、この間ずっとバス事業者さんのお話を伺っていて、

理解だけではどうにもいかないという、本当に逼迫していらっしゃるのだなという

のは分かります。では、ここでこのまま続けられるかというと、限界まで来ている

のだろうと伺っています。 

 私は素人ですし、どうしたらいいかというとなかなか分からないですけれども、

この資料を拝見しまして、例えばタクシー事業者の大型二種の免許を持っている方

に一縷の望みといいますか、そこの方に何とか少し活躍していただけないかとか、

それから区民の理解というか、主にその路線を使う人たちの理解として、例えばで

すけれども、１時間に１本は、00 分のところは小型だけれども、その間はハイエ

ースでつなぐとか、路線のそういうことについて理解してもらうという中で、大き

いのに乗りたい人は 00 分のところに行こうとか、小さいハイエースでも大丈夫と
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か、ちょっと混んだら次を待とうとか、その辺の配慮もお願いしつつ、タクシー事

業者さんにもお力を借りて運行スタイルを少し変えていく。 

完全にバスをなくしていくことには皆さん抵抗があると思いますので、そんな方

法も取っていかないと、ほかの今走っているバス路線もなくなってしまうのではな

いかと。前は１時間に４本あったところが、今、実際２本くらいになっていますよ

ね。それがいつかなくなるのではないかという不安もございます。そういう意味で

このすぎ丸を、区民の理解をそういう形でしていただきながら、形を変えるという

ことも考えていけないだろうかと。 

ただ、タクシー事業者さんの現状はよく分かっておりませんので、こういう大型

を持っていらっしゃる方に力をお借りできるのか、それとも区がそういう方を区と

して雇って区営として何かできるのかとか、その辺も今までの委託、バス事業者さ

んだけに頼るという形は限界なのかしらという感じはしております。 

会長（伊藤）   ありがとうございます。例えば９ページの表でいうと、方策案④の①だけではな

くて、④の②が今ご提案されたみたいな感じですかね。例えば時間帯によって運行

形態を替えるみたいな事例はあるのかなと思うのですけれども。 

委員（永田）   ②の①と②を抱き合わせにするとか、④の中に①と②みたいなものを入れるとか

いう……。 

会長（伊藤）   ありがとうございます。 

         久我委員、よろしくお願いします。 

委員（久我）   東京交労協のハイタク部会の久我です。今タクシーが出たので、今日はタクシー

私がいますので。 

先ほどのページで大型二種の保有者、キャピタルさん 15名とありますけれども、

私の出身のところは 1,300 人乗務員がいて、一営業所の 300 人のうち１割ぐらい

大型二種持っている人います。その大型二種の方は最初から新卒で来ているわけで

はないので、どこから来るのかというと路線バスの運転士さんと大型トラックの運

転士さん、特に長距離の運転士さん。 

 特にコロナ明け、タクシー運賃が一昨年上がって、乗務員さんの可処分所得が一

気に上がったのです。今までトラック、バス、タクシーと、交通運輸産業の収入を

ずっと我々は見ているのですけれども、タクシーが一番下で、路線バス真ん中、ト

ラックとある。逆転しています。タクシーが一番上になっているので、結局そうい

うところで路線バスからこちらに結構来ていますけれども、いらっしゃっているの

です。 

 何かとその乗務員さんに聞くと、タクシーは１か月 12 乗務を隔日勤務でやって

いますから、１日平均 18.5 時間の拘束。この中でやってそれなりに収入も得て、

それを３回明け番があって公休とやっていくのですけれども、公休が２連続続いた

りすると、若い運転士さんが結構増えています。そういう若い運転士さんたちも、
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そこでいろいろなことができるわけです。早く 12 時頃帰って少し寝れば、３日間

自由な時間ができる。それで収入もいいというので、大型二種免許を持っている長

距離のトラック運転手さん、それと路線バスの運転士さんをやっていた方が今うち

に入ってきています。ですから、うちの会社全体でいくと 1,300 人いるから、多分

100 名以上は必ず大型二種持っています。 

では、その人たちが元に戻るかというと、戻らないと思います。そこが嫌で来て

いますからね。そういう状況が、タクシー会社の中の大型二種免許持っているのは

そういう方です。恐らくキャピタルモータースさん、磯さんのところも 15 名とい

うのはほとんど、半々ぐらいだけれども大型のトラック、あとは路線バスの運転士

さん。ほかに大型二種からタクシーに入ってくるというのはないですものね。ほと

んどそういう方が入っているので、そこにお願いしても多分戻らないと思います。 

そういうふうにタクシーのほうも今 23区、多摩も入れて、大体年間 200～300 人

ずつ乗務員さんどんどん増えています。年齢もこの５年間で２歳ぐらい下がりまし

た。ということは、それなりに若い人が入ってくるのと、大型二種持っているのは

そんな若い人は入ってこないですけれども、40代とか 50 代の人はよく入ってきて

います。だから協力はしたくても、多分その運転士さんが戻らないのではないかと

思います。それがタクシーの中にいる大型二種免許を保有している人の現状です。

参考になればと思います。 

会長（伊藤）   久我さんの今の戻らないというニュアンスは、多分これのお話だと、タクシー運

転士さんにタクシーの業務形態の中で、結果としてバスの車両を運転してほしいと

いう形だと思うのですけれども、タクシーは運転したいけれども、タクシー会社と

してのバスは嫌だよというニュアンスなのですかね。 

委員（久我）   というか、収入だけではなくて、拘束される時間だとか、そういうのを結構嫌っ

てきます。自由な時間が、１か月に１回は明け番を早く 12 時頃とかに売上げがよ

くて帰れる人は、３日間休めてしまうわけです。意外に平日休めるわけですから、

平日に何かやられる方、ほかに趣味だとか、専門的な歌手の方とか芸能関係の方も

いて、それをなりわいにしている人もいます。 

 でも、大型で路線バスから来る人たちは、拘束時間がタクシーと違う。確かに 18

時間ぐらい拘束されていますけれども、明け番があってまたやって、公休が３つぐ

らい続くのが月に１回はあるので、そういうのをうまく利用するといろいろなこと

が、その人の趣味ができるというのもタクシーの魅力だということで、大型二種持

っている人ばかりではないけれども。 

ほかのＡＩデマンドはタクシーの運転士さんがみんなやっていますけれども、意

外にお客さんがいなくて飽きてしまいます。さっき書いてありましたけれども、１

日５人とかね。 

委員（永田）   そういう免許がある方に、バスに何かインセンティブをつけて、その辺りを区か
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ら補塡をするとか、何かそういう方法っていうのはないのでしょうかね。 

委員（久我）   逆に大型二種の運転士さんがいなくなると、またタクシーの乗務員さん減ります

からね。 

会長（伊藤）   ちょっと区にも伺いたいのですけれども、乗務員不足というのはかなり切実な状

況。これは毎回の話でもありますし、聞けば聞くほどという部分あると思いますけ

れども、こういった部分どういった方策というか、お考えとかあればぜひ伺いたい

のですけど。 

事務局（石森）  先ほど中辻委員からもお話がありましたけれども、今の時点で具体的にどういう

支援ができるかというのはなかなかお答えできる状況ではないですが、いずれにし

ろ地域の足、地域の移動交通を守るためというところでは、区としては責任がある

と感じているところでございます。 

そういった意味で、今縷々お話がありましたように、運転手、担い手をいかに確

保していくのかというところの支援については、区としてもお手伝いをしていかな

くてはいけないと考えてございます。 

繰り返しになりますけれども、この場で具体的にこういうことをやりますよとい

うお話まではできないですが、何らかの形でお力添えはしていく必要があると考え

ているところでございます。 

委員（中辻）   すみません。ちょっと補足で。 

会長（伊藤）   お願いします。 

委員（中辻）   ちょっと事業といいますか、事情は違うのですけれども、数年前、保育園の待機

児童問題というのが出ました。保育所を整備しても、今度は保育士さんがいない。

その人員をどう確保していくのかというときがありました。 

         その際にも議論になったのですけれども、杉並区内で働いてくれる方に対して

助成金とか支度金を用意しようみたいな事業も一部あったのですが、その事業者様

と話をしている中で、中野区に勤めている方には出ないのに、杉並区に勤めている

方にだけ出すということが事業者としては心苦しいというか、たまたまの配属先に

よって処遇が違うことになるということで、広域的な事業を展開していく方に対し

て、杉並区だけで何か処遇面を大きく違える、上乗せするということはなかなか厳

しいだろうというのが保育の事業でありました。 

         このバス事業についても、関東バスさんも京王さんもそうですけれども、杉並区

内のみで運行されているということであれば、区民の方と一緒になって、何かしら

コスト面での改善につながるような取組というのも比較的容易にできるのかなと

思うのですけれども、杉並区以外も含めて事業をされている中で、杉並区の区域の

みで何ができるのかということになると、少し限定的になってくるのかなと感じて

います。 

         ただ、これまで当たり前にバスに乗れたという状況では既に今はないというこ
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とは区民の皆さんにお分かりいただいて、その乗車に対する考え方を新たにしても

らう。そういう心理的な部分については、直ちに区としても取り組んでいかなけれ

ばいけないと思っています。 

         加えて、東京都でもこの地域公共交通の計画についてこれから検討するという

タイミングのようですので、そうした大きな枠組みの中でも持続可能な地域交通を

どう守っていくのか。バス事業にかかわらずということになるかも分かりませんけ

れども、そういう議論をしっかりしていかなければいけないと思っています。 

         杉並区としては地域公共交通活性化協議会を立ち上げて、そういう事業者さん

たちの現状をしっかり共有させていただいて、その対策をみんなで考える場をまず

は設けさせていただいたことになります。そういう中で議論する中で、皆さんそれ

ぞれのお知恵を頂きながら、取り組めることは何でもやりたいという思いでいると

ころです。 

会長（伊藤）   今みたいに横のつながりが、横との差が問題になって踏み出せないという話があ

ったとするならば、例えばこの協議会は別に区の単位でつくらなくてはいけないと

決まっているわけではない、地方とかですけれども、もっと広域でやっている地域

もあったりしますし、枠組みというのはもう少し考えてもいいのではないですか。 

         みんなでお見合いをして、みんなで不幸になっていくのが幸せにはとても思え

ないので、先ほどの待機児童の例も非常に示唆的だと思いましたけれども。 

         久我さん、お願いします。 

委員（久我）   タクシー運転手さんの大型二種を持っている人で、65 ぐらいで退職された方が

まだ仕事しているのですよ。この方たちはマイクロとかに乗るから、大型二種が要

るわけですね。そういう方は幼稚園のバスに行っている人が結構います。それと会

社の送迎をやる方。大体そういうところに皆さん行っています。区市の輸送はこん

な大きいものでやってないので、そこに行く人も結構いますけれども、透析のとこ

ろだとか、介護関係の運転士さんをやっている。 

なぜかというと、私も 65になるのですけれども、65 過ぎてくるとだんだん目が

ね。タクシーは夜中に走るので、昼間に明るいところでやって、今度夜やると結構

目が疲れるのです。そういうので日勤があるので、そのまま日勤をやる人もいます。

１か月 22 乗務、隔勤は 12 乗務乗ります。そういう人たちが「俺、大型持ってる

し、あそこの会社何か募集しているから」と言って、そういう送迎をやっている人

もいるので。そうなると、こういうところで何かオファーすれば行く人はいます。

辞めた方ね。タクシーは夜が嫌だという人が結構まだいるので。年齢が来ると、夜

はちょっと勘弁してくれと。会社も日勤を認めてくれれば日勤で残るし、そうでは

なくて大型二種を持っている人は特にまだ仕事はあるというので、幼稚園バス結構

多いです。 

会社でいうと、例えば都内は、僕は板橋のほうですけれども、そういうＯＢの方
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は坂戸とかあっちのほう、本田技研さんかな、小川町のちょっと手前かな、あっち

まで行って駅と送迎をやっています。あとほかの会社の送迎とか、大型二種を持っ

ている人はそういう人が多いです。 

委員（佐山）   やっぱり特殊なのですね。 

委員（久我）   夜はもういいやと。酔っぱらったお客さんに対応するのもそろそろ疲れたなとい

う人が元の仕事に戻るかもしれないけれども、路線バスはそういう雇用形態がある

のか分からないですけれども、時短とかね。ＯＢの方はそういう人が多いです。参

考になればと思って。 

会長（伊藤）   でも、タクシーに最近乗っても、割と運転士さん機嫌よさげで、まあまあもうか

っているのだろうなというのはあるのですけれども、それは要するにコロナが明け

て、何だかんだで都内の移動は結構活発になってきた中で、資格を持っていらっし

ゃる方の活躍の場が広がってきているという側面の中で、バスが今出遅れてしまっ

ている。そこの社会の状況になかなか、まだまだ今のところ……。 

         もう１つの示唆は、待遇を良くするとやっぱり人は集まると。バスとタクシーと

いろいろ条件が違うので難しいのですけれども、そこの部分もあるかと思います。 

         とはいえ、あともう１つ。杉並だから、杉並だけではできないとおっしゃってい

る部分が、それも１つあるのですけれども、ただ杉並からモデルをつくらなかった

ら誰がやるのだという部分もあって、みんなでお見合いしながら沈んでいくような

世界で誰かが踏みとどまらなければいけない中で「じゃあしょうがないよね」「で

きないよね」というところの結論は誰も望んでいないと思います。 

         三浦さんにもちょっと伺いたいのですけれども、三浦さんのお話の中でも、誰か

が少し上げても結局は縮小均衡になっていくだろうという、割と悲観シナリオがベ

ースにあったと思うのですけれども、多分、バス事業者というお立場の中ではそう

いったシナリオをベースにせざるを得ないと思うのです。一方で必ずしも二種免許

を持った運転士の数が全体として多少は減っているにしろ、多少は流出している点

もあるにしろ、全体最適の観点と事業者の観点とで多少立場も考え方も違う部分は

あり得るのではないかと思うのです。多分「区、ここまでもうちょっとやってよ」

みたいなことは言ってもいいと思うのですけれども、三浦さんなり、畠山さんなり、

バス事業者の立場としてどうですかね。 

         独立採算のバス事業を維持するよという前提の上での議論だと思うのですけれ

ども、そこにもはやこだわらなくてもいいかなと。特にコミュニティバスというと

ころをきっかけとしたら、もうちょっと踏み込んだアイデアもあり得るかなと思っ

たのですけれども、いかかがですか。 

         三浦さん、お願いします。 

委員（三浦）   私はバス事業担当をやって、悲観的にならざるを得ない材料ばっかりそろっちゃ

っているのでネガティブなワードしか出てこないのですけれども、あまりふろしき
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をあげてもあれなのですけれども、世界各国の中で公共交通をこれだけ民間事業者

が担っている国は、本当に日本ぐらいかなと思っています。そこがもともとの部分

で無理を生じさせているところとしてはかなりあると思います。 

         とはいえ、そこにつばを吐いてもしょうがないので、自分に返ってくるだけなの

で頑張って踏ん張ってやっているわけですけれども、タクシー会社さんの最近の上

向きな部分というのは「ＧＯ」アプリの発明であったり、運賃改定の部分もあった

りするのですけれども、やっぱり事業者の努力がすごい効いてきているところはあ

ると思っています。そこに関して、私個人としては本当に感嘆の思いで見ていると

ころはあります。 

         一方で、どうしてもネガティブな話になってしまいますが、バス事業者はなかな

かそういう革新が起こしづらい形態になっています。それは何でかというと、どう

したって毎日同じダイヤで、同じ時間に、お客様がいようがいまいがバスを必ず走

らせなければいけない。この仕組みが、今の人を集めるというところと決定的に相

反してきてしまうのですよね。今の若者は在宅勤務だとか、オンライン会議だとか、

家にいながら自由な時間で働くことができる。タクシー会社さんも時間は決まって

いると思いますが、さっき言われた休みのサイクルの部分を含めて、バス事業者よ

りは労働需要が高いですよね。そういったところをどうやって乗り切れるかという

と、なかなか現状ではそれを乗り越えるスキームがないのですよね。でも、頑張っ

てやらなければいけない。 

         それをどうしたらいいのかというと、先ほどから永田委員におっしゃっていた

だいているとおり、交通事業者、タクシーさんも含めて、何だったらトラックとか、

あらゆる移動をなりわいにしている人たちでうまく分担していくしかないと思い

ます。バス事業者だけがその任務をしょうというのがもう限界に来てしまっている

ので、そこをどう積極的にシェアしていけるかというところを、先ほど中辻委員も

おっしゃったとおり、区の皆さんもそうですし、地域の皆さんもそうですし、そこ

を一緒に考えていきたいというのが我々の思いです。そこをバス事業者だけで考え

るというところに、もう疲れ果ててしまったところがあります。そこをうまく、こ

こは乗っている人数が少な目だからタクシーで引き取るよとか、そういったところ

を積極的に自治体の方も介入した中で一緒に考えていけるのが、実は今我々が一番

望んでいることではないかと思うのです。 

         そこの観点でいくと、また運賃の議論になってしまって申し訳ないですけれど

も、そういった状況の中で、運賃が 100 円で乗れるというところも限界に来てしま

っているのかなと思います。 

移動はこういう現状の中ではそれなりのコストがかかるものだし、今あらゆるも

のの値上げがすごいではないですか。そういった中で、100 円であの距離を移動で

きるというのが過剰なサービスになってしまっていると思っていて、それだから乗



23 

 

るという人も実際いらっしゃると思うのです。そこが 200 円になれば適正な需要

になって、そこでまた我々もすぎ丸の運営を持続する余地が生まれてくるかもしれ

ないですし、区民の理解という部分ではそういうところも大事だと思っています。 

そういったところを一緒に併せて考えていきながら、持続可能な仕組みをつくっ

ていくことが本当に各自治体単位で、さらにはもっと区の単位で、さらには国の単

位で、全体で考えていかなければいけないことだと思っています。 

会長（伊藤）   ありがとうございます。私も専門としてはほぼバスの専門家みたいにだんだんな

りつつあって、ＩＴの専門家のつもりなのですけれども、ＩＴとバスの専門家で、

何でバスを選んだのだろうと思うと、目の前にある大変さの先に、実はバスにこそ

可能性があるという部分を直感的にものすごく信じていて、なのでバスに非常に興

味を持ち続けて、いろいろと関わっているつもりですけれども、やっているという

部分で。 

         多分、三浦さん、事業者の立場でバスは目の前が大変というのはまさにおっしゃ

るとおりで、私が想像できないぐらい大変だと思うのですけれども、一方で先々、

多分 20 年とか 30 年とかいった時代の中で、マイカーを持つ時代からそうではな

い時代に転換していく中で、交通を専門として担う人たちがむしろ大事になってく

るというそっちの未来もほぼ確実にあると思っています。 

         そういった部分も含めて、自動運転が明日にでも使えればそっちにシフトして

いくのでしょうけれども、なかなかまだそこまで行かない。そういった中で先々の

ことを考えたときに、バスという言い方が正しいか分からないですけれども、地域

で地域の足を担う事業者が元気であり続けないとかなりまずい。将来において、何

であのときあんなひどい目に遭わせていたんだみたいなことも、多分 20 年後、30

年後の我々に、まちの人たちに怒られてしまうので、何とか踏みとどまらなければ

いけないと私自身は強く思っております。 

         どうですかね。区からもぜひもう少しご意見を伺いたいのですけれども。もちろ

んバスとしての持続・維持は、区としてはぜひという部分はあると思うのですけれ

ども、一方で大変な実情もある中で、メニューなりオプションなりが出てくるとも

う少し議論もできるかなと思います。 

委員（畠山）    私どもバス事業者からのお願いは、とにかく人員は何とかしていきたいという

のが一番であります。ただ、区のほうとすると、民間に対するあっせんができない

のは承知しているところです。であれば、運行を妨げるようなものはできるだけ排

除していただけないかというのが一番あります。 

         例えば、これは警察も入る話で、バスがバス停から出るときにバスの進行を阻害

してはならないというのは、本来は法令があるのですけれども、それで接触事故を

起こした場合に、今まずは 100％バスがほぼ悪いのです。一般の人たちも無理に追

い越してくるのはよくないですけれども、ただ大抵の場合、バスの過失が大きくな
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るのですね。そもそもそういう法令を何かしてもらわないと、というのがあります。

年間で接触事故は、結構あります。 

         それとあとは、確かに無理に通るような道路もあるのですけれども、そういう道

路整備であったり、極力、乗務員の負担軽減がもう少しできればいいかなというと

ころです。 

会長（伊藤）    先ほどもバスの運転士さんがストレスで、クレームなどで辞めてしまうみたい

なお話も出てきたと思います。 

         舟山さん、お願いします。 

委員（舟山）    隣に武蔵野市という自治体があり、ムーバスというコミュニティバスが１９９

５年に成功し全国に広がったみたいになっていますが、実はムーバスも深刻な運転

士不足により減便をしています。 

武蔵野市さんもこのような公共交通会議があって、武蔵野市の担当の方から労働

組合にどうにか維持してほしいという相談がありました。珍しい取り組みですが今、

組合と自治体でタッグを組んでやっています。乗務員不足の解消だけではなくて、

先ほど言いましたとおり道路の環境とかが運転士にとってかなり負担になってい

まして、例えば路上駐車があると定時性が守れなく、先に言ったとおり理不尽な苦

情だけでなく利用者の方にも迷惑をかけてしまうため、市役所に路上駐車禁止の看

板設置を求めるなど走行環境の改善をしています。武蔵野市がすばらしいのは、ム

ーバスで成功したという自負がありますので、来月は実査もやるのですけれどでき

ることは何でもやると言っています。私は自治体の会議でいつも「バス産業は崩壊

している」と言っていますが、今が最低の時期であると考え、改善ができるならば

産業の再生も可能ではないかと思っています。 

さきほど関東バスの畠山委員が言っていたバス停発進妨害については道交法の

関係となり警察庁などの範疇になるので難しいと思いますが、自治体でできること

はあるかと思います。コミュニティバスは狭いところを走行していますので、区道

ですとカーブミラー１つの設置が事故防止になったりします。区民の安全のため、

事故が１つ減ればもちろん良い話になりますし、職場環境もよくなるということで

いえば、先ほど中辻委員のほうで「できることはやります」という発言があったの

で、であるならば武蔵野市同様に杉並区も全力を尽くしていただきたい。区は改善

を取り組んでいただけるのか。今のすぎ丸の路線については京王さん、関東バスや

っていますけれども、持続可能にするために改善箇所が多いかと思いますので、賃

金とか労働条件だけではなしに道路の整備、キックボードや自転車が起因する事故

が非常に増えており、そういう防止策も講じていただきインフラ整備をお願いした

い。 

以上です。 

会長（伊藤）   いかがでしょうか。事務局から。 
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事務局（石森）  ありがとうございます。道路空間の整備というところで、区としては決して今の

道路状況が完成しているとは考えてないです。これからも道路網については手を入

れて、更新をしていかなくてはいけないと考えています。それについては都市計画

道路みたいな大きい道路もそうですし、コミュニティバスが通るような生活道路に

ついてもそうです。もっと細い「狭あい道路」と呼んでいるのですけれども、４メ

ートルに満たないような道路についても同様に拡幅していかなくてはいけないと

考えていますので、決して今の道路状態で、道路について何もしなくていいとは思

っていないところです。 

         あとカーブミラーとか交通施設についても、こちらとしては改善できるところ

があれば当然改善しなくてはいけないと思っていますので、その辺についてまた具

体的に情報を頂きながら、すぐできることと、時間を頂かなければいけないことと、

あとどうしてもお金がかかってしまってというところと、いろいろな場面があるか

と思います。繰り返しになりますけれども、中辻委員がお話ししたように、区とし

てできるところについては可能な限り力を出していきたいと思っていますので、そ

れについてはご理解いただければと思います。 

         あと、交通ルール、事故の件ですけれども、こちらについても基本的に法律の所

管については警察ということになりますが、区としては交通ルールを守っていただ

こう、安全に自転車なり車なりを運転してもらおうというところで、普及啓発をす

る責任はある意味持っていると思っています。そういったところでもやらなくては

いけないことであると認識しているところです。 

会長（伊藤）   中辻委員。 

委員（中辻）   ありがとうございます。非常にいいお話を頂いたと思っています。 

         私の立場として申し上げるならば、武蔵野市さんと同じような議論をする場を

設けさせていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。これまで 25

年すぎ丸の運行を継続してきましたが、そうした場がなかったということ自体、私

ども反省しなければいけないと思います。これからということにはなりますけれど

も、少しでもドライバーの皆さんの負担が減ることにつながる取組ができるのであ

れば、今伺っているお話ですとコストがそれほどかかるとも思えませんので、そこ

はしっかり取組をしたいと思います。 

         あと、事故の警察の話で、この部会には警察の方には来ていただいておりません

けれども、活性化協議会のほうには警察署の方々にお越しいただいておりますので、

例えばそういう公式の場もしくは公式に入る前の時間等を使って、直接お話がとい

うことであれば区が伺った話ですということで警察の皆さんにもお話をして、どう

いう取組、対応が可能なのかということもしっかり共有できる関係つくっていきた

いと思います。ありがとうございます。 

会長（伊藤）   ありがとうございます。なかなかコミュニケーションのチャンネルが今まで限ら
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れていた部分も１つ問題というか、難しかったなと思います。 

         おっしゃるとおり、ドライバーさんの負担の中に本当にいろいろな種類があっ

て、ただ運賃だけではないという道路環境の話もそうですし、ドライバーという職

業がもう少し社会的に認知されて、敬意を受けられるような場であってほしいと個

人的には思います。そういった中で、区民の方とつながったコミュニケーションが

コミュニティバスの場で起こっているのだとしたら、非常に価値があることだなと

思いながら聞いておりました。 

         またそういった部分、区としてもやれる取組も多々あると思います。決して量的

な、金額が幾らかというところだけではなくて、質的な部分もなるべく酌むような

取組はあり得るのかなと思いながら聞いていました。 

         ご意見とか、いかがでしょうか。 

         牧村さん。 

副会長（牧村）  世界の先進国の中で、杉並区のような世界に冠たる大都市の市街地で小型バスが

さらにダウンサイジングするなんて議論しているのは日本だけです。区と交通事業

者と区民がこの現象に真剣に向き合っていくことが大事です。長期的にもバスとし

て運行を維持するのは基本です。交通事業者から革新が起きてないのも日本だけで、

これも異常な現象です。 

世界の先進国では、80年代、90 年代には日本と同じように民間で運行していた

けれども、その後官と民で一緒にやっていこうということで、公共交通政策をシフ

トしています。 

日本でもこれからそういうことが起きていかないと、先ほどちょっとお話があり

ましたけれども、さらにシュリンクしていくのではないかと危惧しています。現在

欧米では、運行の自由化が起きており、日本以外のオペレータが国内で営業する時

代も十分想定できます。すでにパリの公共交通は、一部イタリアの会社が運営して

いるのです。イギリスのバス会社は、フランスの会社が一部エリアを運行していま

す。今日本は、東京メトロがロンドンの地下鉄の運営に参画していますが、ギブア

ンドテイクという議論がいつ出てもおかしくない訳です。 

官民での強靱な運営基盤を日本で構築していくことが、今こそ必要です。杉並区

での結論ははっきりしています。地元のバス会社が協働、協力して、踏ん張ってい

くしか道はないと思います。それ以外の選択肢はないのです。タクシー会社には大

型二種免許保有者が多くいますから、路線バス事業に参入を考えていても不思議で

はありません。様々なリスク、今後の可能性を想定して、選択していかなければい

けないと思います。 

このようなことが起きないためにどうするかというのは、まさに杉並が一番議論

されていると思うので、杉並モデルを構築していくという気概で議論していきたい

と思います。 
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行政が支援できるメニューとして、交通事業者の従業員の社宅に支援する方法も

あります。事業者が給料アップを宣言すると、行政はそれに対して補助率をアップ

することも始まっています。地方での取り組みを杉並でも検討していく時代になっ

たと思います。 

それから、バスと車の関係は運動論含めて、考えていくことが大切です。バスが

発進する際には、バスが優先されるのが、世界の常識、マナーです。バスが優先さ

れないのは、日本だけであり、運転士の労働環境を改善できることは幾つもあるの

です。 

例えば、欧米の路線バスには車体前方にバスにカメラがついています。走行車線

への違反車や阻害車に対しての取り締まりや抑止をしており、バスの運転士の走行

環境をよくするために行政が支援してついているのです。 

あと、欧米のバスは鉄道と同じように現金で乗れない都市が急増しています。運転

士と乗客との現金のやりとりが負担であり、そこのコミュニケーションをなくすた

めにもキャッシュレス化を進めています。ロンドンは 10 年以上前から現金で路線

バスには乗れません。運転士の労働環境をよくするために現金をやめていきますと

いうことも、考えていく時代ではないでしょうか。 

以上です。 

会長（伊藤）   ありがとうございます。そういった意味では海外の事例であり、日本でも地方の

事例のほうが、行政からの交通事業者に対する支援という意味では先進的で、その

観点では多分東京が一番遅れているという言い方もできると思います。 

         一方で、杉並というこれだけ恵まれた地域でやり方を確立できなかったら多分

大変なことになってしまうので、何とかここは踏みとどまらなければいけないと思

いながら聞いておりました。 

         何かご意見、コメントいかがでしょうか。 

三浦さん、お願いします。 

委員（三浦）   今の牧村先生からのお話で、社宅、住宅の供給というところがあったのですけれ

ども、これ実は相当重要で、中野に社宅を５年前ぐらいに建てたのです。うちエリ

アがかなり広いので、それまでエリアを分けて採用していたのですけれども、都心

方面は競合する会社も多いですし、ほかの事業者も含めて給与環境がいいので、採

用がめちゃくちゃ苦戦していたエリアだったのですけれども、中野に社宅を建てて、

それを開放して募集をかけた途端に一番人の集まりがよくなったエリアになった

のです。地方から来る人にとって、社宅はすごく魅力的なのですね。 

         今、実は中野の社宅がほぼ満員になりつつあるという状況にありまして、そうす

ると採用を牽引していた社宅ブーストがなくなるので、より一層また退職問題が加

速していってしまうわけです。杉並区様にどこまで手当ていただくことは可能なの

かというのは分からないですけれども、何か住宅供給、社宅の関係で、事業者に対
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してお取り計らいいただける部分があるとしたら、現実的な支援の中では一番魅力

的なメニューになってくるかなと思います。その辺りはぜひ今後もご相談させてい

ただきたいと思います。 

会長（伊藤）   いいご提案だと思うのですが、どうですか。お願いします。 

事務局（石森）  例えば空き家の活用とか、区としても空き家対策とかは考えたりするので、そう

いったところの事業としてのマッチングもあったりするかと思います。あと区営住

宅とか、区としては運営したりというところもあります。これまた具体的にこうい

うふうにできますよとお答えできなくて申し訳ないですけれども、いろいろ区とし

てできる手段のうちのまた１つご提案いただいたところかなと思っております。あ

りがとうございます。 

委員（三浦）   何かそういった部分で特別に提携させていただくと、運営を維持するというとこ

ろも社内に通せる材料になってくると思いますし、そういったところでうまく結び

つけられるとお互い非常に有益かなと思います。 

会長（伊藤）   中辻さん。 

委員（中辻）    コミュニティバスの維持はもとより、地域の路線バスの維持という面も非常に重

要だと考えています。そういう意味では、京王バスさん、関東バスさんだけではな

く、ほかの事業者さん方への支援という意味で捉えて議論できる場を考えていきた

いと思います。 

         今、議論しているのはさくら路線ということですので、とりわけ関東バスさん、

京王バスさんを積極的に支援していく理由としては、コミュニティバスを担ってい

ただいているというところはありますので、そういう視点を持ちながらですけれど

も、地域の路線バスも含めてしっかり持続できるような環境を地元の自治体として

どういう責任を持ってやっていけるのか、そういう議論を具体的にさせていただき

たいと思います。 

会長（伊藤）   ありがとうございます。 

         そのほか、ご意見などいかがでしょうか。 

         では、大体議論も出尽くしたところだと思います。今回方策案として９ページに

あったように、大きく５案示されました。この中で②は②の①、②の②とか、③の

①、③の②とか、④の①、④の②みたいな話になっていますが、５案あったのです

が、多くの方のご意見、大筋としてはバスとしての維持、それからバス事業者にお

ける維持という方向性だったのかなと。バスの車両であり、バスの事業者であり、

そういった方に引き続き何とかできないかといったご意見が強かったと思います。 

         まずは、現時点では関東バスさんにもぜひここは考えていただきたいというと

ころで、もちろんご結論は出しづらいとは思うのですけれども、京王さんが２年後

に心変わりして続けられますみたいな話は非常にありがたいとして、関東バスさん

にもぜひご検討いただけると。もちろん結論は出ないと思いますけれども、その辺
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りはいかがでしょうか。 

委員（畠山）    区の事業としてすぎ丸に携わっている事業者としては、ほかの事業者さんでは

なくて、先ほど舟山も言ってしまっていましたけれども、うちのほうは何とかした

いということで考えてはいます。 

         ただ、先ほどお話ししたとおり、今ほかの地区で減便をしているのですね。なの

で、私どもが受けられる条件としては、それら減便をある程度のところまで持って

いかないと、あっちでよくてこっちは駄目なのかという話にもなってしまうので、

それらが整理できてから初めて正式にお答えできるかなというところです。それま

でにあれをこうして、こうしてという話は複雑なものが結構ありますけれども、そ

れらが解消できれば検討というところになりますので、すみません、今はそこまで

のお話しかできません。 

会長（伊藤）   ありがとうございます。議題の１つとして取り上げていただくという感じなのか

なと思いますけれども。 

         あともう１つ、こういった場、それからもう少し小さな場も必要かもしれないで

すけれども、地域の事業者同士で地域の移動をどう支えていくのか、そこにどう支

援をしていくのかという部分については、引き続き継続的な話が必要。この会議だ

けではないと思います。区が中心となって、ぜひコミュニケーションはより一層取

っていただきたいと思います。 

また、様々な支援のメニューも出ました。それもただお金を払えばいいという話

ではない、もっとそれ以上の密なコミュニケーションや相互理解が必要なお話だっ

たと思います。ここで、公の場であまり話せないことも多々あると思いますので、

ぜひそういった部分を活発に、積極的に進めていただけるといいなと思います。 

何かご発言忘れた部分、ここはぜひ言っておきたいという話はありますか。 

佐山さん、お願いします。 

委員（佐山）    今、交通関係というか、バス会社の考え方が非常に悲観的な感じを受けました。

ということは、ちょうど変えどきというか、変えるときというか、その時期にきた

のだなと。ここからまた新しいことというか、よくなる意味で、悲観的にならない

と人間は発展しないし、よくはならないですよね。ですから、これから今までと同

じではなくて、環境と世の中が変わるとともに、バスのやり方も変わっていってよ

くなるのかなという印象を、今日お話を聞いて受けました。だから、このままで行

ったらうまくないのですよね。ここで変わらないといけないのかなと。変わるとい

うことは区も変わって、区民もちょっと変わって、みんなで変わらないと、いい方

向にいかないのかなという印象を受けました。 

会長（伊藤）   区民として区の将来が悲観的だという方はまだそんなにいらっしゃらなくて、全

体としてはまだまだ非常に元気なところに。バス事業者さんだけ何か取り残されて

しまっているぞというのはここでも非常によく分かったと思いますし、そこはぜひ
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コミュニケーションが必要かなと。 

委員（佐山）    でも、世の中が高齢社会になって、バスを利用する人口はどんどん増えますよ

ね。だから、こういう中で何十年も前、25 年も前と同じというのは、いろいろな意

味で世の中も変わっているし、当然無理が来ていると思います。ですから、今こう

いった悲観的な意見が出るということは、これは変わらなければいけない。変わる

ことによってよくなっていくのだなという印象を受けました。 

会長（伊藤）   ありがとうございます。 

         牧村さん、何か最後ありますか。 

副会長（牧村）  この見直しというのは今回初めてですけれども、次起こることはないと思います

けれども、次もし起きたときにも、今回１つのプロセスを形にしたほうがいいのか

なとすごく感じています。 

         杉並区さんは既にやられているのですけれども、まずサービス水準をこうした

いということを区からはっきり表明するというのがステップ１。その次に、利用者

のアンケートだとか区民との対話を入れるステップ２。生の声とか、将来考える人

たちの声も含めて、区をどうしていくかというのをみんなで考えていくプロセスを

取り入れる。ステップ３として、この協議会で民主的に協議する場があるので、こ

の場を大切にしていく。ここで結論が出ない場合には、ステップ４として公募など、

次のステージに移行していくと考えます。東京ＢＲＴでは、公募で従来とは異なる

交通事業者が参入し、民間で運行を続けている例も出てきています。杉並区なら、

同様の参入意向があるポテンシャルが高い地域です。ステップ４まで行かない手前

で、このプラットフォームで協議していって、行政と民間でどのように共創できる

のかを協議していってほしいと思います。新たなプロセスを杉並区産として、今回

構築していくのが大事かなと思っています。 

         以上です。 

会長（伊藤）   ありがとうございます。今日も非常に活発なご意見を頂きまして……。 

         中辻さん。 

委員（中辻）    いろいろお話ありがとうございます。区の立場で整理しておきたいと思ったの

ですけれども、さくら路線をどうしていくのかということを考えるに当たっては、

２年後の４月から逆算して、いつまでに何をということを事務的には考えていかな

ければいけないタイミングになっています。 

         先ほど舟山委員さんからお話がありましたけれども、何とか協力したいという

お話だったと受け止めさせていただきました。大変ありがたいお話を頂いたと思っ

ております。そのお話がうまくまとまるように、区としても最大限できることはさ

せていただきます。 

三浦委員からもありましたけれども、すぎ丸の運賃のあり方については区として

も課題認識を持っております。路線バスと受けるサービス同じ中で、100 円でこの
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事業が始まりましたけれども、果たしてそのままでいいのかという問題意識を持っ

ております。そういうものも含めて、どういう環境を整えた中でこの事業を継続し

ていけるのかということを具体的に議論、協議させていただきたいと思います。関

東バスさんにおかれましては、できれば前向きにお考えいただきたいというのを最

後にお願い申し上げます。 

以上です。 

会長（伊藤）   ありがとうございます。今日は非常に活発なご意見を頂きましてありがとうござ

いました。それぞれのお立場を超えた非常に率直で、建設的なご意見が聞けて、こ

ういった場を設けた意味もあったと思います。ここの部屋だけでとどめずに、本当

に区民全員に関わる話なので、何とかこの議論をもっともっといろいろな人に理解

していただきたいですよね。そこの取組もぜひ進めていただければいいなと思って

おります。 

         最後「今後のスケジュール」ということで事務局からお願いいたします。 

事務局（石森）  「今後のスケジュール」ですけれども、先ほど関東バスさんのほうでご検討いた

だくというところでお話しいただきました。そのお答えがどうなるかというところ

で、日程について改めて調整させていただきたいところでございます。今後の全体

的なスケジュールを考えますと、こちらの都合で大変申し訳ないですが、９月上旬

ぐらいまでには関東バスさんのほうでお答えを頂けるとありがたいのですけれど

も、いかがでしょうか。 

委員（中辻    そこも含めてということで。 

事務局（石森）  そうですね。すみません、勝手なお話で申し訳ないです。その辺の日程も含めま

して、改めて関東バスさんとは調整させていただきまして、いずれにしろ、第３回

目の検討部会については日程調整を含めてこちらから改めてご連絡をさせていた

だきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

会長（伊藤）   ありがとうございます。 

         以上で本日予定しておりました議事は全て終了いたしました。これをもちまし

て第２回杉並区南北バスすぎ丸あり方検討部会を閉会とさせていただきます。本日

は長時間にわたってどうもありがとうございました。 

 


